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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベーター制御盤の下部に固定された枠体の下方に配置された状態で前記枠体の一縁
部を受け入れることにより前記枠体の一縁部を保持する本体と、
　前記本体に対して着脱自在に設けられた下部把持体と、
を備えたエレベーター制御盤の運搬装置。
【請求項２】
　前記本体は、一縁部に沿った方向に並んだ一対の穴、
を備え、
　前記下部把持体は、
　直線状に形成された持ち手と、
　前記持ち手に連結され、前記一対の穴を介して前記本体に対して着脱自在に設けられた
一対の腕と、
を備えた請求項１に記載のエレベーター制御盤の運搬装置。
【請求項３】
　前記持ち手の両端部に設けられた一対の車輪、
を備えた請求項２に記載のエレベーター制御盤の運搬装置。
【請求項４】
　前記本体は、前記枠体の前記一縁部に沿った方向に並んだ一対の予備穴、
を備えた請求項２または請求項３に記載のエレベーター制御盤の運搬装置。



(2) JP 6264397 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

【請求項５】
　エレベーター制御盤の下部に固定された枠体の下方に配置された状態で前記枠体の一縁
部を受け入れることにより前記枠体の一縁部を保持する本体と、
　直線状に形成された第１持ち手と、
　前記第１持ち手に連結され、前記本体に対して着脱自在に設けられた一対の第１腕と、
　前記第１持ち手の両端部に設けられた一対の第１車輪と、
　直線状に形成された第２持ち手と、
　前記第２持ち手に連結され、前記本体に対して着脱自在に設けられた一対の第２腕と、
　前記第２持ち手の両端部に設けられた一対の第２車輪と、

を備えたエレベーター制御盤の運搬装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、エレベーター制御盤の運搬装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、エレベーター制御盤を開示する。当該エレベーター制御盤は、エレベー
ターの機械室に設けられる。当該エレベーター制御盤が新しいエレベーター制御盤に取り
替えられる際、新しいエレベーター制御盤は、作業者により機械室まで運搬される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－６６４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、エレベーター制御盤は、持ち手を備えていない。このため、作業者は、
エレベーター制御盤の運搬に苦労する。
【０００５】
　この発明は、上述の課題を解決するためになされた。この発明の目的は、エレベーター
制御盤を容易に運搬することができるエレベーター制御盤の運搬装置を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係るエレベーター制御盤の運搬装置は、エレベーター制御盤の下部に固定さ
れた枠体の下方に配置された状態で前記枠体の一縁部を受け入れることにより前記枠体の
一縁部を保持する本体と、前記本体に対して着脱自在に設けられた下部把持体と、を備え
た。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、本体は、枠体の一縁部を保持する。下部把持体は、本体に対して着
脱自在に設けられる。作業者は、下部把持体を持ってエレベーター制御盤の下部を持ち上
げる。このため、エレベーター制御盤を容易に運搬することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置が適用されるエ
レベーターの構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置が取り付けられ
たエレベーター制御盤の斜視図である。
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【図３】この発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置の下部支持装置
の分解斜視図である。
【図４】この発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置の下部支持装置
の取り付け方法を説明するための斜視図である。
【図５】この発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置の下部支持装置
の取り付け方法を説明するための斜視図である。
【図６】この発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置の上部支持装置
の斜視図である。
【図７】この発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置の上部支持装置
の取り付け方法を説明するための斜視図である。
【図８】この発明の実施の形態２におけるエレベーター制御盤の運搬装置の下部支持装置
の下部把持体の斜視図である。
【図９】この発明の実施の形態３におけるエレベーター制御盤の運搬装置の下部支持装置
の側面図である。
【図１０】この発明の実施の形態４におけるエレベーター制御盤の運搬装置の上部支持装
置の要部の縦断面図である。
【図１１】この発明の実施の形態５におけるエレベーター制御盤の運搬装置の上部支持装
置の要部の平面図である。
【図１２】この発明の実施の形態６におけるエレベーター制御盤の運搬装置の上部支持装
置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　この発明を実施するための形態について添付の図面に従って説明する。なお、各図中、
同一又は相当する部分には同一の符号が付される。当該部分の重複説明は適宜に簡略化な
いし省略される。
【００１０】
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置が適用されるエ
レベーターの構成図である。
【００１１】
　図１において、建築物は、複数の階を備える。建築物は、エレベーターを備える。
【００１２】
　エレベーターの昇降路１は、建築物の各階を貫く。エレベーターの機械室２は、昇降路
１の上方に設けられる。エレベーターの複数の乗場３の各々は、建築物の各階に設けられ
る。乗場３の各々は、昇降路１に対向する。エレベーターのかご４は、昇降路１の内部に
設けられる。
【００１３】
　複数の乗場ドア５の各々は、エレベーターのドアとして各階の乗場３の出入口に設けら
れる。かごドア６は、エレベーターのドアとしてかご４の出入口に設けられる。
【００１４】
　例えば、エレベーター制御盤７は、エレベーターの機械室２に設けられる。例えば、エ
レベーター制御盤７の外形は、直方体状である。例えば、エレベーター制御盤７の重量は
、約２００ｋｇ重である。エレベーター制御盤７が図示しない新しいエレベーター制御盤
に取り替えられる際、新しいエレベーター制御盤は、作業者により階段を経由して機械室
２まで運搬される。この際、作業者は、運搬装置を利用する。
【００１５】
　次に、図２を用いて、運搬装置を説明する。
　図２はこの発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置が取り付けられ
たエレベーター制御盤の斜視図である。
【００１６】



(4) JP 6264397 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

　図２に示すように、枠体８は、エレベーター制御盤７の下部に固定される。例えば、枠
体８は、木材で形成される。一対のアイボルト９は、エレベーター制御盤７の上部に固定
される。例えば、アイボルト９の一方は、エレベーター制御盤７の上部の一縁部付近に固
定される。例えば、アイボルト９の他方は、エレベーター制御盤７の上部の他縁部付近に
固定される。一対のアイボルト９の頭部は、エレベーター制御盤７の上面から上方に突き
出す。
【００１７】
　運搬装置は、下部支持装置１０と上部支持装置１１とを備える。
【００１８】
　下部支持装置１０は、本体１２と下部把持体１３とを備える。例えば、本体１２は、ス
テンレス材で形成される。本体１２は、枠体８の下方に配置された状態で枠体８の一縁部
を保持する。例えば、下部把持体１３は、ステンレス材で形成される。下部把持体１３は
、本体１２に対して着脱自在に設けられる。
【００１９】
　上部支持装置１１は、一対の支持体１４と上部把持体１５とを備える。例えば、一対の
支持体１４は、ステンレス材で形成される。一対の支持体１４の各々は、一対のアイボル
ト９の各々に対応して設けられる。一対の支持体１４の各々は、一対のアイボルト９の各
々に対して着脱自在に設けられる。一対の支持体１４の各々は、一対のアイボルト９の各
々に固定された際にエレベーター制御盤７の上面に接する。例えば、上部把持体１５は、
ステンレス材で形成される。例えば、上部把持体１５は、角環状に形成される。上部把持
体１５は、一対の支持体１４に連結される。上部把持体１５は、一対の支持体１４の各々
が一対のアイボルト９の各々に固定された際にエレベーター制御盤７の上面の縁部に沿っ
て配置される。
【００２０】
　エレベーター制御盤７の運搬時において、図示しない第１作業者は、下部把持体１３の
一側を持つ。図示しない第２作業者は、下部把持体１３の他側を持つ。その結果、エレベ
ーター制御盤７の下部は、図示しない床面から離れた状態に維持される。図示しない第３
作業者は、上部把持体１５の一側を持つ。図示しない第４作業者は、上部把持体１５の他
側を持つ。その結果、エレベーター制御盤７の上部は、床面から離れた状態に維持される
。
【００２１】
　次に、図３を用いて、下部支持装置１０を説明する。
　図３はこの発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置の下部支持装置
の分解斜視図である。
【００２２】
　図３に示すように、下部支持装置１０において、本体１２の一縁部は、折り曲げられる
。その結果、本体１２の一縁部の側は、枠体８（図３においては図示せず）の一縁部を受
け入れ得る形状となる。
【００２３】
　本体１２は、一対の穴１６と一対の第１予備穴１７と一対の第２予備穴１８とを備える
。
【００２４】
　一対の穴１６は、本体１２の一縁部に沿った方向に並ぶ。一対の穴１６の各々は、第１
貫通部１９と第２貫通部２０と第３貫通部２１とを備える。第１貫通部１９の長手方向は
、本体１２の一縁部に沿った方向と垂直である。第２貫通部２０は、第１貫通部１９の中
央の一側とつながる。第３貫通部２１の長手方向は、第１貫通部１９の長手方向と同じで
ある。第３貫通部２１の中央の一側は、第２貫通部２０とつながる。
【００２５】
　一対の第１予備穴１７は、一対の穴１６よりも本体１２の一縁部から離れた位置で本体
１２の一縁部に沿った方向に並ぶ。一対の第１予備穴１７の間隔は、一対の穴１６の間隔
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に合わせて設定される。一対の第１予備穴１７の各々の形状は、一対の穴１６の各々の形
状とほぼ同じである。
【００２６】
　一対の第２予備穴１８は、一対の穴１６よりも本体１２の一縁部に近い位置で本体１２
の一縁部に沿った方向に並ぶ。一対の第２予備穴１８の間隔は、一対の穴１６の間隔に合
わせて設定される。一対の第２予備穴１８の各々の形状は、一対の穴１６の各々の形状と
ほぼ同じである。
【００２７】
　下部把持体１３は、持ち手２２と一対の腕２３と一対のグリップエンド２４とを備える
。
【００２８】
　持ち手２２は、直線状に形成される。一対の腕２３の各々の一側は、持ち手２２の中央
部に連結される。一対の腕２３の各々は、持ち手２２に対して垂直となる。一対の腕２３
の間隔は、一対の穴１６の間隔に合わせて設定される。一対のグリップエンド２４は、円
盤状に形成される。グリップエンド２４の一方は、腕２３の一側に設けられる。グリップ
エンド２４の一方は、持ち手２２と同心円状に配置される。グリップエンド２４の他方は
、腕２３の他側に設けられる。グリップエンド２４の他方は、持ち手２２と同心円状に配
置される。
【００２９】
　次に、図４と図５とを用いて、下部支持装置１０の取り付け方法を説明する。
　図４と図５とはこの発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置の下部
支持装置の取り付け方法を説明するための斜視図である。
【００３０】
　図４（ａ）に示すように、本体１２は、他縁部の側から枠体８の下方に挿入される。そ
の結果、図４（ｂ）に示すように、本体１２の一縁部の側は、枠体８の一縁部を保持する
。
【００３１】
　その後、図５（ａ）に示すように、一対の腕２３の先端部の各々は、対応した穴１６の
第１貫通部１９に挿入される。その後、図５（ｂ）に示すように、一対の腕２３の先端部
の各々は、穴１６の第２貫通部２０を貫通した状態で第３貫通部２１の側に移動させられ
る。その後、図５（ｃ）に示すように、一対の腕２３の先端部の各々は、第３貫通部２１
に貫通した状態で上方に引き上げられる。
【００３２】
　次に、図６を用いて、上部支持装置１１を説明する。
　図６はこの発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置の上部支持装置
の斜視図である。
【００３３】
　図６に示すように、上部支持装置１１において、一対の支持体１４の各々は、支持部２
５と挿入部２６とシャックル２７とシャックルピン２８とを備える。
【００３４】
　支持部２５の下面は、エレベーター制御盤７（図６においては図示せず）の上面に全体
的に接するように形成される。例えば、挿入部２６は、円筒状に形成される。挿入部２６
の外径は、アイボルト９の内径に合わせて設定される。例えば、シャックル２７は、一般
的なシャックルである。例えば、シャックルピン２８は、一般的なシャックルピンである
。
【００３５】
　次に、図７を用いて、上部支持装置１１の取り付け方法を説明する。
　図７はこの発明の実施の形態１におけるエレベーター制御盤の運搬装置の上部支持装置
の取り付け方法を説明するための斜視図である。
【００３６】
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　図７（ａ）に示すように、支持体１４の挿入部２６は、アイボルト９の内側に挿入され
る。その後、図７（ｂ）に示すように、シャックル２７の両端部は、アイボルト９と挿入
部２６とを挟み込む位置に配置される。その後、図７（ｃ）に示すように、シャックルピ
ン２８は、アイボルト９と挿入部２６とを貫通した状態でシャックル２７に固定される。
【００３７】
　以上で説明した実施の形態１によれば、本体１２は、枠体８の一縁部を保持する。下部
把持体１３は、本体１２に対して着脱自在に設けられる。第１作業者と第２作業者とは、
下部把持体１３を持ってエレベーター制御盤７の下部を持ち上げる。このため、エレベー
ター制御盤７を容易に運搬することができる。
【００３８】
　また、第１作業者は、下部把持体１３の一側を持つ。第２作業者は、下部把持体１３の
他側を持つ。このため、エレベーター制御盤７の下部を安定して支持することができる。
【００３９】
　また、一対の第１予備穴１７は、一対の穴１６よりも本体１２の一縁部から離れた位置
で本体１２の一縁部に沿った方向に並ぶ。このため、下部把持体１３の取り付け位置を調
整できる。その結果、エレベーター制御盤７の下部を持ち上げる際の高さを調整できる。
【００４０】
　また、一対の第２予備穴１８は、一対の第１予備穴１７よりも本体１２の一縁部から離
れた位置で本体１２の一縁部に沿った方向に並ぶ。このため、下部把持体１３の取り付け
位置を調整できる。その結果、エレベーター制御盤７の下部を持ち上げる際の高さを調整
できる。
【００４１】
　また、上部把持体１５は、エレベーター制御盤７の上面の縁部に沿って配置される。第
３作業者と第４作業者とは、上部把持体１５を持ってエレベーター制御盤７の上部を持ち
上げる。このため、エレベーター制御盤７を容易に運搬することができる。
【００４２】
実施の形態２．
　図８はこの発明の実施の形態２におけるエレベーター制御盤７の運搬装置の下部支持装
置の下部把持体の斜視図である。なお、実施の形態１と同一又は相当部分には、同一符号
が付される。当該部分の説明は省略される。
【００４３】
　実施の形態１の下部把持体１３は、一対のグリップエンド２４を備える。これに対し、
実施の形態２の下部把持体１３は、一対の車輪２９を備える。一対の車輪２９は、回転自
在に設けられる。
【００４４】
　以上で説明した実施の形態２によれば、下部把持体１３は、一対の車輪２９を備える。
この場合、一対の車輪２９を床面に接触させた状態でエレベーター制御盤７を移動させる
ことができる。このため、エレベーター制御盤７の下部を持ち上げることなく、エレベー
ター制御盤７を移動させることができる。
【００４５】
実施の形態３．
　図９はこの発明の実施の形態３におけるエレベーター制御盤の運搬装置の下部支持装置
の側面図である。なお、実施の形態２と同一又は相当部分には、同一符号が付される。当
該部分の説明は省略される。
【００４６】
　実施の形態３の下部支持装置１０は、第１下部把持体３０と第２下部把持体３１とを備
える。第１下部把持体３０と第２下部把持体３１とは、実施の形態２の下部把持体１３と
ほぼ同じである。第１下部把持体３０と第２下部把持体３１とは、本体１２に対して着脱
自在に設けられる。
【００４７】
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　第１下部把持体３０は、第１持ち手３２と一対の第１腕３３と一対の第１車輪３４とを
備える。第１持ち手３２は、実施の形態２の持ち手２２とほぼ同じである。一対の第１腕
３３は、実施の形態２の一対の腕２３とほぼ同じである。一対の第１車輪３４は、実施の
形態２の一対の車輪２９とほぼ同じである。
【００４８】
　第２下部把持体３１は、第２持ち手３５と一対の第２腕３６と一対の第２車輪３７とを
備える。第２持ち手３５は、実施の形態２の持ち手２２とほぼ同じである。一対の第２腕
３６は、実施の形態２の一対の腕２３とほぼ同じである。一対の第２車輪３７は、実施の
形態２の一対の車輪２９とほぼ同じである。
【００４９】
　以上で説明した実施の形態３によれば、一対の第１車輪３４と一対の第２車輪３７とが
設けられる。この場合、エレベーター制御盤７の下部を一対の第１車輪３４と一対の第２
車輪３７とで支持することができる。このため、より安定した状態でエレベーター制御盤
７を移動させることができる。
【００５０】
実施の形態４．
　図１０はこの発明の実施の形態４におけるエレベーター制御盤の運搬装置の上部支持装
置の要部の縦断面図である。なお、実施の形態１と同一又は相当部分には、同一符号が付
される。当該部分の説明は省略される。
【００５１】
　実施の形態３において、一対の支持体１４の各々は、支持部３９と挿入部４０と一対の
挟み込み部４１とを備える。
【００５２】
　支持部３９は、実施の形態１の支持部２５とほぼ同じである。挿入部４０の外径は、ア
イボルト９の内径に合わせて形成される。一対の挟み込み部４１の一方は、アイボルト９
の一側において挿入部４０の外周面にねじ込まれる。一対の挟み込み部４１の他方は、ア
イボルト９の他側において挿入部４０の外周面にねじ込まれる。その結果、一対の挟み込
み部４１は、アイボルト９を挟み込む。
【００５３】
　以上で説明した実施の形態４によれば、一対の挟み込み部４１は、アイボルト９を挟み
込む。このため、エレベーター制御盤７の上部に上部支持装置１１を容易に取り付けるこ
とができる。
【００５４】
実施の形態５．
　図１１はこの発明の実施の形態５におけるエレベーター制御盤の運搬装置の上部支持装
置の要部の平面図である。なお、実施の形態１と同一又は相当部分には、同一符号が付さ
れる。当該部分の説明は省略される。
【００５５】
　実施の形態５の上部把持体１５は、第１角体４２と第２角体４３と第３角体４４と第４
角体４５と第１直線体４６と第２直線体４７と第３直線体４８と第４直線体４９と備える
。
【００５６】
　第１角体４２は、エレベーター制御盤７の上面の第１角部の形状に合わせて形成される
。第１角体４２は、エレベーター制御盤７の上面の第１角部に対応した位置に配置される
。第２角体４３は、エレベーター制御盤７の上面の第２角部の形状に合わせて形成される
。第２角体４３は、エレベーター制御盤７の上面の第２角部に対応した位置に配置される
。第３角体４４は、エレベーター制御盤７の上面の第３角部の形状に合わせて形成される
。第３角体４４は、エレベーター制御盤７の上面の第３角部に対応した位置に配置される
。第４角体４５は、エレベーター制御盤７の上面の第４角部の形状に合わせて形成される
。第４角体４５は、エレベーター制御盤７の上面の第４角部に対応した位置に配置される



(8) JP 6264397 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

。
【００５７】
　第１直線体４６の一側は、第１角体４２にねじ込まれる。第１直線体４６の他側は、第
２角体４３にねじ込まれる。第２直線体４７の一側は、第２角体４３にねじ込まれる。第
２直線体４７の他側は、第３角体４４にねじ込まれる。第３直線体４８の一側は、第３角
体４４にねじ込まれる。第３直線体４８の他側は、第４角体４５にねじ込まれる。第４直
線体４９の一側は、第４角体４５にねじ込まれる。第４直線体４９の他側は、第１角体４
２にねじ込まれる。
【００５８】
　上部把持体１５は、エレベーター制御盤７の上面の形状に合わせて変形自在に形成され
る。
【００５９】
　例えば、エレベーター制御盤７の幅寸法が大きい場合は、第１直線体４６と第３直線体
４８とが一方向に回転される。その結果、第１直線体４６と第３直線体４８のねじ込み量
が減る。このため、上部把持体１５の幅寸法が大きくなる。
【００６０】
　例えば、エレベーター制御盤７の幅寸法が小さい場合は、第１直線体４６と第３直線体
４８とが他方向に回転される。その結果、第１直線体４６と第３直線体４８のねじ込み量
が増える。このため、上部把持体１５の幅寸法が小さくなる。
【００６１】
　例えば、エレベーター制御盤７の奥行き寸法が大きい場合は、第２直線体４７と第４直
線体４９とが一方向に回転される。その結果、第２直線体４７と第４直線体４９のねじ込
み量が減る。このため、上部把持体１５の奥行き寸法が大きくなる。
【００６２】
　例えば、エレベーター制御盤７の幅寸法が小さい場合は、第２直線体４７と第４直線体
４９とが他方向に回転される。その結果、第２直線体４７と第４直線体４９のねじ込み量
が増える。このため、上部把持体１５の幅寸法が小さくなる。
【００６３】
　以上で説明した実施の形態５によれば、上部把持体１５は、エレベーター制御盤７の上
面の形状に合わせて変形自在に形成される。このため、エレベーター制御盤７の上部をよ
り安定して支持することができる。
【００６４】
　具体的には、第１直線体４６と第２直線体４７と第３直線体４８と第４直線体４９との
ねじ込み量に応じて上部把持体１５の形状が変わる。このため、エレベーター制御盤７の
上面の形状に応じて容易に上部把持体１５を変形させることができる。
【００６５】
実施の形態６．
　図１２はこの発明の実施の形態６におけるエレベーター制御盤の運搬装置の上部支持装
置の斜視図である。なお、実施の形態１と同一又は相当部分には、同一符号が付される。
当該部分の説明は省略される。
【００６６】
　実施の形態６の上部支持装置１１は、実施の形態１の上部支持装置１１に対して一対の
ハンドル５０を付加した装置である。
【００６７】
　一対のハンドル５０の一方は、上部把持体１５の一側に対して着脱自在に設けられる。
一対のハンドル５０の一方は、上部把持体１５の一側から外側に突き出す。一対のハンド
ル５０の他方は、上部把持体１５の他側に対して着脱自在に設けられる。一対のハンドル
５０の他方は、上部把持体１５の他側から外側に突き出す。
【００６８】
　以上で説明した実施の形態６によれば、一対のハンドル５０が設けられる。このため、
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上部把持体１５をより安定して把持することができる。その結果、エレベーター制御盤７
の上部をより安定して支持することができる。
【００６９】
　なお、一対のハンドル５０の各々の取り付け位置は、適宜変更し得るようにすればよい
。この場合、作業者の身長に応じて、一対のハンドル５０を適切な位置に取り付けること
ができる。その結果、エレベーター制御盤７の運搬作業を効率的に行うことができる。
【符号の説明】
【００７０】
　１　昇降路、　２　機械室、　３　乗場、　４　かご、　５　乗場ドア、　６　かごド
ア、　７　エレベーター制御盤、　８　枠体、　９　アイボルト、　１０　下部支持装置
、　１１　上部支持装置、　１２　本体、　１３　下部把持体、　１４　支持体、　１５
　上部把持体、　１６　穴、　１７　第１予備穴、　１８　第２予備穴、　１９　第１貫
通部、　２０　第２貫通部、　２１　第３貫通部、　２２　持ち手、　２３　腕、　２４
　グリップエンド、　２５　支持部、　２６　挿入部、　２７　シャックル、　２８　シ
ャックルピン、　２９　車輪、　３０　第１下部把持体、　３１　第２下部把持体、　３
２　第１持ち手、　３３　第１腕、　３４　第１車輪、　３５　第２持ち手、　３６　第
２腕、　３７　第２車輪、　３９　支持部、　４０　挿入部、　４１　挟み込み部、　４
２　第１角体、　４３　第２角体、　４４　第３角体、　４５　第４角体、　４６　第１
直線体、　４７　第２直線体、　４８　第３直線体、　４９　第４直線体、　５０　ハン
ドル

【図１】 【図２】
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